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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成18年７月 平成19年７月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高 (千円) ― 463,382346,904 ― ―

経常損失 (千円) ― 518,911134,302 ― ―

当期純損失 (千円) ― 859,621168,852 ― ―

純資産額 (千円) ― 575,517 ─ ― ―

総資産額 (千円) ― 1,230,234 ─ ― ―

１株当たり純資産額 (円) ― 35,909.29 ─ ― ―

１株当たり当期純損失 (円) ― 82,103.2910,054.93 ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ─ ― ―

自己資本比率 (％) ― 46.2 ─ ― ―

自己資本利益率 (％) ― ― ─ ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ─ ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △443,610△115,138 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △8,135 △46,774 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,319,791△41,013 ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 976,748870,611 ― ―

従業員数
(名)

― 49 58 ― ―

〔外、平均臨時
雇用者数〕

〔―〕 〔24〕 〔５〕 〔―〕 〔―〕

(注) １　第７期、第10期及び第11期については、連結財務諸表を作成していないので記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第８期、第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

４　第８期、第９期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

５　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平

均雇用人員であります。

６　第９期の純資産額、総資産額、１株当たり純資産額、自己資本比率については、連結会計年度末において連結子

会社が存在せず連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。

７　平成19年10月11日開催の第８期定時株主総会決議により、連結決算日を７月31日から12月31日に変更しまし

た。したがって、第９期は平成19年８月１日から平成19年12月31日の５ヶ月間となっております。
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(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移
　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成18年７月 平成19年７月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高 (千円) 888,268463,192346,9042,641,4123,151,491

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 129,521△443,488△111,576 65,167 40,007

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 67,568△831,037△167,212 81,174 18,996

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) 64,681 ― ― ― ―

資本金 (千円) 215,375692,625694,275695,625695,625

発行済株式総数 (株) 8,921 15,826 20,491 20,626 20,626

純資産額 (千円) 444,247566,659652,647735,172738,833

総資産額 (千円) 773,2801,214,6511,450,3841,483,4521,316,247

１株当たり純資産額 (円) 49,797.9735,805.6331,850.4635,642.9836,315.23

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり
当期純損失（△）

(円) 8,215.02△79,373.24△9,957.253,956.83929.32

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ─ 3,915.22923.76

自己資本比率 (％) 57.5 46.7 45.0 49.6 56.1

自己資本利益率 (％) 16.7 ― ─ 11.7 2.6

株価収益率 (倍) ― ― ─ 10.0 49.8

配当性向 (％) ― ― ─ ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △25,635 ― ― 31,827△17,038

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △215,204 ― ― △18,140△109,125

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 88,154 ― ― △140,250△96,593

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 108,702 ― ― 744,048521,290

従業員数
〔他、平均臨時
雇用者数〕

(名)
43

〔36〕
46

〔　23〕
58

〔５〕
65

〔８〕
66

〔６〕

(注) １　第８期及び第９期については、連結財務諸表を作成しているため、第８期及び第９期の持分法を適用した場合

の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動による

キャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、第８期及び第９期については、連結財務諸表を作成しているた

め、また、第10期については、関連会社がないため記載しておりません。
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４　第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権等の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、第８期及び第９期の潜在株式調整

後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、１株当たり当期純損失であるため記載

しておりません。

５　第８期及び第９期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

６　株価収益率については第７期は当社株式が非上場であるため記載しておりません。また、第８期及び第９期に

ついては、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

７　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト又は人材派遣会社からの派遣社員数)の年

間平均雇用人員であります。

８　平成19年10月11日開催の第８期定時株主総会決議により、決算日を７月31日から12月31日に変更しました。し

たがって、第９期は平成19年８月１日から平成19年12月31日の５ヶ月間となっております。

９　平成19年12月１日付で、当社を存続会社としてngi mobile株式会社と合併しました。
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２ 【沿革】

　

年月 事項

平成11年９月 有限会社グローバルプロジェクトデザインジャパンを設立

平成12年６月 株式会社に改組し、商号を株式会社フラクタルコミュニケーションズに変更

　 本店所在地を東京都渋谷区恵比寿に設置し、モバイル事業を開始

平成13年６月 CellStar Asia Corp.と共同で株式会社アジアジーンを設立(関連会社)

平成13年９月 本店所在地を東京都渋谷区松濤に移転

平成15年２月 本店所在地を東京都渋谷区桜丘町に移転

平成15年６月 株式会社フラクタルコミュニケーションズを株式会社フラクタリストに商号変更

平成15年７月 株式会社アジアジーンを子会社化

平成16年３月 本店所在地を東京都渋谷区恵比寿南に移転

平成16年７月 ネットワーク機器連携用ソフトウェア開発キット「NAT Traversal SDK」の販売開始

平成16年８月 携帯電話向けサイト構築パッケージソフトウェア「MobileMaster(モバイルマスター)」を発表

　 株式会社ニューロンを子会社化

平成17年６月 子会社であった株式会社アジアジーンを清算

平成17年７月 当社を存続会社として100％子会社の株式会社ニューロンと合併

　 ネットワーク機器連携ソリューション「NomadicNode(ノーマディックノード)」を発表

　
MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDを関連会社化（平成19年５月に当社がその保有株式の一部を売却
したため、関連会社から外れる）

平成17年12月 本店所在地を東京都渋谷区恵比寿に移転

平成18年10月 株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に株式上場

平成19年３月 株式会社オフネーションの株式を取得し連結子会社化（平成19年11月清算）

平成19年４月
株式会社時尚電脳隊の株式を取得し連結子会社化（平成19年10月株式譲渡により連結子会社から
外れる）

平成19年11月 本店所在地を東京都港区赤坂に移転

平成19年12月 当社を存続会社としてngi mobile株式会社と合併

　 ngi group株式会社の連結子会社となる

平成21年6月 本店所在地を東京都港区南青山に移転
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３ 【事業の内容】

当社は、親会社であるngi group株式会社が形成する企業集団の「インターネット関連事業」部門に属

し、「ケータイの未来を創造することで、世の中のポジティブな変化に働きかけ、より豊かな社会・生活の

実現に貢献する」ことを目的として、「モバイルマーケティング事業」「その他の事業」を行っておりま

す。

各事業の内容は次のとおりであります。
　
(1) モバイルマーケティング事業

モバイルマーケティング事業では、モバイルメディアを活用したマーケティング活動を実施する企業

に対して、主に以下のサービスを提供しております。

①　モバイルメディアでのマーケティング活動支援

モバイルを専門とすることにより蓄積されたモバイルメディア・モバイルユーザ（一般消費者）に

対する深い知見と提案力をもとに、企業（広告主）に対してモバイルメディアを活用したマーケティ

ング及びプロモーションの企画・提案・効果検証を行っております。

②　モバイルSEM

検索エンジンの検索結果画面にユーザが入力した検索キーワードに応じた広告を表示する広告手法

であるリスティング広告、検索エンジンの検索結果画面にWebサイトを上位表示させるソリューション

であるSEO（Search Engine Optimization、検索エンジン最適化）を提供しております。顧客企業（モ

バイルサイト運営事業者）は、当社のモバイルメディアやモバイル独自のユーザ属性・行動に関する

知見、モバイルサイトの構造に関する理解と検索アルゴリズムの解析力、ニーズに合った最適な手段・

キーワードの選定、及び費用対効果を最大化するための充実した分析・運用サービス力によって、携帯

通信事業者の提供する公式ポータルサイトのメニュー上の順位向上や、申込・登録・購入といった

「成果」の獲得が可能となります。

(2) その他の事業

その他の事業として、企業の広告掲載による広告収入を主な収益源とするユーザ向けモバイルメディ

アや、ニッチな需要を取り込む新規課金制公式サイトの企画・開発・運営を行っております。また、当社

が独自に運営・提供するモバイルアフィリエイトサービス「BYPASS」「ShareFii」、モバイルアドネッ

トワークサービス「AD-STA」においては、広告主とモバイルサイトを保有する媒体社をネットワーク化

することにより、広告主に対してはマーケティング目的の達成の場を、また媒体社に対しては広告収入獲

得の場を提供しております。

　この他、モバイルソリューションでは、当社が独自に開発したモバイルサイトの開発・運用を支援する

パッケージソフトウェア群「MobileMaster（モバイルマスター）」等の提供や、MobileMaster等を活用

したモバイルサイトの開発及び運用サービスの提供を行っております。

企業集団の事業系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合
(％)

関係内容

(親会社) 　 　 　 　 　

ngi group株式会社 東京都渋谷区 1,827,994事業持株会社 60.2役員の兼任２名

(注) １　有価証券報告書の提出会社であります。

２　ngi group株式会社は、当社の株式59.4％を所有し、実質的に支配している親会社であります。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

事業部門 従業員(名)

モバイルマーケティング事業        23

その他の事業        34

全社 (共通)        ９

合計 　　　　　  66〔６〕

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平

均雇用人員数であります。

     ３　全社 (共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属している者で

あります。

　

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

66〔６〕 29.1 2.1 5,078

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平

均雇用人員数であります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度（平成21年１月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、アジアを中心とした海

外経済の改善や経済対策の効果により、緩やかながら生産や個人消費の持ち直しの動きがみられたもの

の、依然として失業率は高い水準にありデフレの兆候も見受けられるなど、年間を通して厳しい状況が続

きました。

　当社が事業を展開するモバイルインターネット市場につきましては、平成21年12月末現在における国内

の携帯電話利用者数は前年末比479万人増の11,061万人、第３世代携帯電話の加入者数は前年末比1,010

万人増の10,617万人、携帯電話によるインターネット接続サービスの契約者数は前年末比211万人増の

9,228万人となり、高速通信によるインターネット利用が可能な携帯電話は引き続き緩やかに普及を続け

ております。

　こうしたことを背景に、モバイルコンテンツ・コマース市場は引き続き拡大すると見込まれておりま

す。広告市場全体では昨今の景況から４マス媒体と呼ばれるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌への広告を中心に

広告出稿を控える企業がみられ、総広告費は前年比88.5％になるなど減少傾向にありますが、当社が主力

事業を展開するモバイル広告市場においては、販売単価の下落もあるものの、平成21年は前年比112.9％

の1,031億円の市場規模に成長するなど、厳しい景況下においても引き続き拡大しております。

　このような事業環境の中で、当社ではモバイル広告分野やモバイル検索エンジン分野を中心としたモバ

イルマーケティングサービスの提供、モバイルコマースやモバイルメディア領域を中心としたモバイル

ソリューションサービスの提供、広告主・メディア運営者双方にとってメリットの高い高付加価値の広

告配信サービス（アドネットワーク）の開発、消費者参加型メディアや情報提供型メディアなどモバイ

ルユーザーの生活を豊かにするモバイルメディアの運営といった、成長性の高い事業の更なる発展と、将

来を見据えて新規サービスの構築に注力してまいりました。

　その結果、当事業年度は公式サイトや情報系サイトからの広告出稿が堅調に推移したことから、売上高

は前期を19.3％上回る3,151百万円となりました。また、業務効率改善施策により生産性が向上したこと

や新規に立ち上げた公式サイトにおいて費用対効果の高いプロモーション施策を講じたことなどの結

果、販売費及び一般管理費が抑制されましたが、一部広告における販売単価の下落や高利益率の見込まれ

る自社商材の開発が長期化し収益化が遅れたことなどから、営業利益は前期を37.2％下回る45百万円、経

常利益は前期を38.6％下回る40百万円となりました。当期純利益は本社移転費用を特別損失に計上した

ほか、繰延税金資産の減少に伴い税金費用が発生した結果、前期を76.6％下回る18百万円となっておりま

す。

 

（モバイルマーケティング事業）

　モバイルマーケティング事業を取り巻く環境としましては、検索と連動したモバイルリスティング広告

や費用対効果の高いアフィリエイト広告など、広告市場は引き続き高い成長を維持しておりますが、昨今

の景況から一部で販売単価の下落が見られております。

　こうした環境下において、当社ではモバイルメディアを専門として取り扱うことにより培った深い知見

と高い提案力に、幅広い広告ラインナップとモバイルＳＥＯ（Search Engine Optimization）の技術力

を併せ、顧客ニーズに合わせた最適なサービス提案を行ってまいりました。その結果公式サイトや情報系

サイトなどからの広告出稿が堅調であったため、売上高は前期を8.2％上回る2,412百万円、営業利益は前

期を58.7％下回る103百万円となりました。

 

（その他の事業）

　その他の事業としましては、モバイルユーザー及びモバイルサイトに対する深い知見、高い技術力をも

とに、モバイルコマース領域・モバイルメディア領域における開発案件の受注や、企業の広告掲載による

広告収入を主な収入源とする消費者参加型メディアの企画・開発・運営を行っております。

　また、広告主とメディア運営企業双方の利便性向上を目的としたアドネットワークの開発や、ニッチな

需要を取り込む公式サイトの開発など、将来的な収益構造の転換を念頭に置き、新たなサービスの創出も
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積極的に進めてまいりました。

　その結果、売上高は前期を80.7％上回る738百万円、営業利益は前期を223.2％上回る145百万円となりま

した。

 

（注）

　前事業年度においては、「モバイルソリューション事業」「モバイルマーケティング事業」「その他事

業」の３事業に区分しておりましたが、「モバイルソリューション事業」は売上高全体に占める割合が

10％に満たないことから、当事業年度より「その他の事業」に変更し、２区分とすることにいたしまし

た。

　また、当事業年度より、「モバイルＳＥＯ事業」はこれまで「その他の事業」に含めておりましたが

「モバイルマーケティング事業」に、アフィリエイトサービス「ＢＹＰＡＳＳ」は「モバイルマーケ

ティング事業」に含めておりましたが「その他の事業」に、各事業の種類・性質の類似性を鑑みた結果

変更することにいたしました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて222百万

円減少して、残高は521百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、17百万円となりました。

　主な収入要因は税引前当期純利益として31百万円、減価償却費として28百万円、のれん償却として24百

万円計上したことによるものであり、主な支出要因は未払金の減少により27百万円、仕入債務の減少によ

り25百万円、賞与引当金の減少により21百万円、売上債権の増加により21百万円計上したことによるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、109百万円となりました。

　主な支出要因はソフトウェア開発に伴う無形固定資産の取得による支出54百万円、敷金保証金の差入に

よる支出34百万円を計上したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは96百万円となりました。

　主な収入要因は長期借入による収入50百万円を計上したことによるものであり、主な支出要因は長期借

入金の返済による支出132百万円を計上したことによるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当事業年度
自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日 前年同期比(％)

生産高(千円)

モバイルマーケティング事業 2,131,368 +17.1

その他の事業 444,175 +127.4

合計 2,575,544 +27.8

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当事業年度
自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

モバイルマーケティング事業 2,394,232 +6.0 14,986 △82.2

その他の事業 737,956 +144.3 15,694 △68.7

合計 3,132,188 +22.3 30,680 △77.2

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当事業年度
自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日 前年同期比(％)

販売高(千円)

モバイルマーケティング事業 2,412,844 +8.2

その他の事業 738,647 +80.7

合計 3,151,491 +19.3

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前事業年度
自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

当事業年度
自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ 148,322 5.6 822,045 26.1

株式会社ビービーエムエフ 387,125 14.7 441,492 14.0

   (注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社が事業展開を行っているインターネット関連分野、中でもモバイル関連分野においては技術進歩

が早く、また、その市場は拡大を続けており、顧客の要望も個人、法人を問わずに絶えず変化しておりま

す。

　当社は、このような状況下において事業展開を行っていくうえで、下記事項を対処すべき課題として認

識し、取り組みを進めております。

　

(1)　開発体制及びコンサルティング営業体制の強化

今後の事業拡大を図るうえでは、受託開発の増加や新たな収益源となるソフトウェア、コンテンツ・メ

ディア開発などに対応できる開発人員やプロジェクトマネージャの確保は大きな課題であります。また、

モバイルマーケティング事業の拡大及び変化しつづける市場環境と顧客のニーズに合わせた新たな商品

・サービスの提供を継続するうえで、優秀なコンサルティング営業人員の確保は大きな課題であります。

　当社としては、この課題を解決するために、開発人員を有する企業との間で協業を含めて連携を深めて

いくこと、継続的にさまざまな方法によって採用活動を行うこと及び社内での教育制度の充実を通じて

人材育成を図ることなどに取り組んでいく必要があります。

　

(2)　内部管理体制の強化

事業規模の拡大に伴って間接業務が増加することに対応し、また、適時開示への対応やコーポレートガ

バナンスの強化を図るためにも内部管理体制を引き続き強化していくことは重要な課題であります。

　しかし、その一方で内部管理体制を強化することは固定費の増加に繋がり、収益を圧迫することから、よ

り効率的な業務フローや組織体制の見直しを適宜行いながら、内部管理体制の強化による固定費増加と

事業規模拡大のバランスを考慮する必要があります。

　

(3)　マーケットへの迅速な対応

モバイル分野においては、ブログ・SNSサービスの利用者の拡大や、高速通信が可能な３Ｇ端末の普及、

検索サービスの普及に伴い、市場構造の変化とモバイル広告市場の拡大が進んでおります。当社で営んで

いるモバイルソリューション事業においては、これらの変化への対応としてターゲットとする顧客層の

シフトが求められており、また、モバイルマーケティング事業及びその他の事業においても、これらの変

化に対応していく上で、当社の持つケイパビリティを集結させ、顧客のニーズに合った新たなサービス・

商品を提案する必要があります。なお、マーケットの変化は今後も引き続き大きくなることが予想され、

マーケットの変化に迅速に対応した体制作りに取り組んでいく必要があります。

　

(4)　研究開発への投資

今後の事業拡大を図るうえでは、新規事業の立ち上げや、新製品の開発をしていくことの重要性が増大

しており、継続的に新規事業及び製品開発への投資を行っていくことは大きな課題であります。そのため

には、投資計画の定期的な見直しを適宜行いながら、新しい分野への投資を積極的に実施していく必要が

あります。
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４ 【事業等のリスク】

以下において、当社の事業の状況、経理の状況等に関するリスク要因となる可能性があると考えられる

主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資

判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示して

おります。

　当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識したうえで、発生の防止及び発生した場合の対応に最大

限努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討した

うえで行われる必要があると考えております。

　また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留

意願います。

　なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在（平成22年3月25日）において当社が判断した

ものであります。

　

(1)　現在の事業内容に関するリスクについて

①インターネット市場の成長性について

　当社はインターネットに関連する事業を主たる事業対象としているため、個人及び法人による　

  インターネット利用の更なる促進が成長のための基本的な条件となります。総務省の「平成20

　年通信利用動向調査の結果」によれば、インターネット利用者数は対前年比で280万人増である

　9,091万人となりました。

　これを個人に限ってみると、インターネットを携帯電話やＰＨＳなどの移動端末から利用する

　人の数は対前年比219万人増の7,506万となり、利用率の伸びは鈍化してきているものの、今後

　市場のニーズは変化していく可能性があり、その将来性はいまだ不透明な部分があります。ま

　た、インターネットの普及に伴う弊害の発生や利用に関する新たな規制の導入その他予期せぬ

　要因により、当社の想定している事業計画が遂行できず、財政状態及び経営成績に影響を与え

　る可能性があります。

 

　②インターネット広告市場の成長性について

　当社は携帯電話を利用した企業のマーケティング活動を支援するモバイルマーケティング事業

　を主たる事業対象としているため、インターネット広告及びモバイル広告市場の成長が当社の

　成長のための前提の一つとなっております。インターネット広告及び携帯電話を利用したモバ

　イル広告市場は成長を続けており、株式会社電通の「2009年（平成21年）日本の広告」によれ

　ば、広告費のうちインターネット広告費（媒体費）は前年比101.4%の5,448億円、モバイル広

　告費は前年比112.9%の1,031億円、中でもモバイル検索連動広告は前年比131.8%の224億円と急

　成長しております。このような傾向は今後も継続してゆくと考えておりますが、マスメディア

　広告に比べ未だ市場規模が小さく、成長過程にあるインターネット広告及びモバイル広告は、

　景気動向の変化や広告主の広告戦略の変化等による影響を受けやすい状況にあるため、期待通

　りに市場の成長が進まず、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　③通信ネットワーク及びシステム障害等について

　当社の事業は、携帯電話やPC、サーバ機器を結ぶ通信ネットワークやコンピュータシステムに

　依存しており、自然災害・事故（社内外の人的要因によるものを含む）・故障等により通信ネ

　ットワークやコンピュータシステムが使用不能になった場合、サービスの提供が不可能となり
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　当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　④納品及び検収の遅延等による影響について

　当社では、顧客企業からソフトウェアやコンテンツ、システム開発等を受託する場合、合意し

　た納期どおりにシステム等を納入することが求められます。

　しかしながら、何らかの事情によって、当初予定よりも受託したソフトウェアやシステムの開

　発が遅れ、納品の遅延が起こる場合や納品後に瑕疵が発生し検収が遅延する場合には、当初見

　込んでいた売上計上が遅延する可能性があるだけでなく当社に対する信用の低下や経費の増大

　、違約金が発生するなどの可能性があります。

　当社においては、このようなリスクを回避するために、開発案件別の工数管理を徹底すること

　によって、納品における遅延発生の回避や納品物に瑕疵が生じないように努めておりますが、

　検収に遅延が生じた場合、また、納品物に瑕疵が生じた場合には当社の財政状態及び経営成績

　に影響を与える可能性があります。

 

　⑤収益性の低い案件の発生の可能性について

　当社の事業のうち、ソフトウェアやコンテンツ、システム開発については、作業開始時から検

　収までの費用発生を開発案件別に管理し、売上計上時の収益性を確保できると判断したうえで

　受注を行っております。

　しかし、開発初期段階において顧客との間で決定された仕様に対して当社と顧客との間で認識

　の違いが生じる場合があり得ます。また、新技術を伴ったソフトウェアやコンテンツ、システ

　ム開発案件の受注においては、必要とされる機能の実現や新技術習得のために予定外の費用が

　発生する可能性もあります。これらのような場合には、仕様の認識違い又は新技術に起因する

　瑕疵の発生への対応によって、予定していた工数の超過などが発生し、採算が悪化することに

　より、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、受注時には収益性が高いと見込まれていた開発案件であっても、外部環境の変化等の要

　因によって、予定外の費用が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があ

　ります。

 

　⑥プログラム不良について

　当社が顧客に対して納品したコンテンツ、ソフトウェア、システムに瑕疵の存在が判明した場

　合には、顧客の事業におけるサービスの中断や停止及びユーザーのデータ破損等が生じる可能

　性があります。

　当社では、顧客への納品前に社内において品質管理を行い、また、顧客も検収に際して納品物

　についての品質の確認を行ったうえで検収を行っていますが、検収時に発見されなかった瑕疵

　が検収後に生じた場合には、当社は顧客から損害賠償等を請求される可能性があるほか、当社

　の社会的な信用が低下し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　⑦広告枠の確保について

　当社の事業のうちモバイルマーケティング事業は、コンテンツ・メディアサービス事業者との

　提携、及び自ら所有するコンテンツ・メディアサービスによって広告枠を獲得しておりますが

　今後広告主の増大に応じて広告枠を拡大することができなかった場合には、事業規模の拡大が

　困難になる可能性があるほか、仕入原価の高騰や販売価格の低下等により収益性が悪化し、当
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　社の財政状況及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　⑧情報セキュリティについて

　当社では情報管理の重要性を十分に認識し、情報に対するセキュリティの強化や情報管理体制

　の整備に努めておりますが、今後、外部からの不正手段による当社運用サーバ等のネットワー

　ク内への侵入や、役職員の不適切な作業などにより、システム障害、機密情報や顧客情報の漏

　洩などが起こる可能性があり、当社の社会的な信用の低下や、顧客・被害を被った第三者から

　の損害賠償等によって、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、コンピュータウイルス等の影響により、当社の事業に限らず、今後、インターネットや

　携帯電話等のネットワークの信頼性に重大な影響を与える事態が生じた場合には、それらのネ

　ットワークを利用したサービス全体に対する不信感によって、間接的に当社の事業が影響を受

　ける可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　⑨個人情報の管理について

　当社ではモバイルソリューション事業において、顧客の保有する個人情報を含むコンテンツや

　ソフトウェア、システムの開発の受託を受ける場合があるほか、当社が運営するモバイルコン

　テンツ・メディアサービスの利用者の個人情報を保有、管理しております。こうした情報は当

　社において守秘義務があり、個人情報の取扱については、データへのアクセス制限を定めるな

　どの対策を講じております。なお、当社は、平成19年６月18日には個人情報保護体制確立の観

　点から、プライバシーマークを取得しております。

　しかし、外部からの不正アクセスやコンピュータウイルス、役職員の過失などによってこれら

　の個人情報の漏洩・紛失が生じた場合には、当社の社会的信用の低下や損害賠償の請求などに

　よって、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　

　

(2)　技術革新及び競合に関するリスクについて

当社が事業展開を行っているインターネット関連技術や携帯電話をはじめとする情報家電技術

　は急速に進歩しており、多くの参入企業によって新技術・新サービスが常に生み出されており

　ます。

　当社は競争力のある製品・サービスを提供し続けるために、それら新技術・新サービスに対応

　した商材の開発や受託開発等をしていくことが必要であり、当社ではこれらの変化に対応すべ

　く常に努力を続けておりますが、万一新技術への対応に遅れが生じ、当社が提供している商材

　等が陳腐化する場合や、当社が採用した新技術が浸透しなかった場合には、競合他社に対する

　当社の競争力が低下することにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があ

　ります。

　また、インターネット関連分野、中でもモバイル関連分野は、新規参入者の増加や既存企業の

　事業拡大等によって競争激化の傾向にあることから、当社は競争激化に対応すべく、新たな製

　品・サービスの開発・提供、各種ノウハウの蓄積、蓄積されたノウハウに基づく質の高いコン

　サルティング営業の提供、優秀な人材の獲得と教育をはじめ組織力の強化に取り組んでおりま

　すが、将来にわたって優位性を維持できる保証はなく、競争激化による収益力の低下やサービ

　ス・広告単価の下落等によって当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります

　。
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(3)　事業展開に関するリスクについて

①新規事業、新規サービス・製品の立ち上げに伴うリスクについて

　当社では事業拡大を行ううえで、従来までの技術やノウハウを活かした新規事業や新規サービ

　ス・製品を提供することが必要であると認識しております。このため、新規事業や新規サービ

　ス・製品への投資については、その市場性などについて十分な検証を行ったうえで投資の意思

　決定を行っておりますが、市場環境の変化や不測の事態により、当初予定していた投資回収を

　実現できない可能性があります。また、新規事業や新規サービス・製品の立ち上げには、一時

　的に追加の人材採用、研究開発又は設備投資等が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響

　を与える可能性があります。

 

　②海外における事業展開について

　インターネット関連分野は、日本だけでなく世界的にも拡大しております。そうした状況の中

　で当社では、携帯電話向けコンテンツ開発などで培ったノウハウを利用した海外展開を行う予

　定であります。

　当社は、進出先の市場動向の調査や参入形態の考慮、共同開発や事業提携先海外企業の調査を

　十分に行い事業リスクの軽減を図りながら事業展開していくことを基本とする予定でおります

　。しかしながら、当該進出対象国における市場規模が当社の予測を下回る可能性、当該進出対

　象国における法的規制の変更の可能性、取引相手となる海外企業との商習慣の違い、日本にお

　いて培ったノウハウやソフトウェアが海外でも同じように適用できない場合、その他、競合企

　業の存在や知的財産権の取扱方法の違い又は為替変動等の要因により、事業展開及びその成果

　が当初予測と異なる場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります

　。

 

　③無形固定資産のソフトウェア価値について

　当社が販売またはサービス提供を目的として開発したソフトウェアの制作費については、無形

　固定資産として計上しており、当事業年度における残高は92百万円となっております。

　当社のソフトウェア制作については、事業戦略や事業計画に基づいて行っておりますが、その

　成果物が市場ニーズに合致しない場合など、ソフトウェアの経済的価値が著しく減少する場合

　には、当該経済価値の減少部分について無形固定資産として計上したソフトウェアを一時の費

　用または損失として処理する必要が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性

　があります。

　

(4)　会社組織に関するリスクについて

①小規模組織であることについて

　当社は当事業年度末現在、取締役４名、監査役３名、従業員66名と小規模組織で事業を展開し

　ております。また、内部管理体制につきましても組織の規模に応じたものとなっております。

　当社は今後、事業拡大のために人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る所存であります

　が、人材等の拡充が進まない場合や既存の人材が社外に流出した場合など、当社の内部管理体

　制の拡充が進まない場合には、当社の経営活動やコンプライアンスを含めたコーポレートガバ

　ナンス体制に支障が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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　②人材確保について

　当社が今後事業拡大を行うためには、携帯電話向けのシステム開発技術者や、サービス提供の

　ための企画・営業担当、モバイルマーケティング事業提供のためのコンサルティング営業担当

　、拡大する組織に対応するための管理担当などの各部門において優秀な人材をいかに確保して

　いくかが重要となります。

　しかし、同業他社との間において人材獲得競争(人材の流動化)が高まっており、当社では優秀

　な人材の確保に努める所存でおりますが、事業拡大に十分な人材確保ができない場合や当社の

　役職員が当社から離脱した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

　す。

　

(5)　法的規制等に関するリスクについて

①事業展開上の法的規制等について

　当事業年度末現在、当社が事業展開を行ううえで直接的影響を受けるような法的規制はありま

　せん。しかし、インターネット関連分野においては、まだ事業分野自体の歴史が浅いことや変

　化のスピードが速いことから、今後、インターネット関連分野における事業展開を規制する法

　令の適用や新法令の制定される可能性を完全に否定することはできず、このような法的規制が

　なされた場合には、当社の事業展開は制約を受け、当社の財政状態及び経営成績に影響を与え

　る可能性があります。

 

　②携帯電話事業者等による規制について

　当社のモバイルマーケティング事業では携帯電話のコンテンツ・メディアサービスへの広告掲

　載の取り扱いを行っております。また、当社で提供するモバイルメディアは広告掲載や消費者

　への課金により収益をあげております。携帯電話のコンテンツ・メディアサービスは、携帯電

　話事業者が運営する携帯インターネットを経由して提供されており、今後何らかの理由で、携

　帯電話事業者や監督官庁等により、携帯インターネットを経由したコンテンツ・メディアサー

　ビスの提供や広告掲載等に関する規制が行われた場合、サービスの提供ができなくなる可能性

　があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　③知的財産権について

　近年、当社が事業を展開するインターネット関連業界においては、インターネット関連技術に

　対して特許を申請する動きが急速に広まっており、商取引の仕組みそのものに特徴を有する特

　許(いわゆるビジネスモデル特許)の出願も多く行われております。

　このような状況下において、当社といたしましては、研究開発活動により得られた独自技術に

　ついては特許出願を行うことにより権利化を図る方針であり、第三者の知的財産権を侵害する

　事態を可能な限り回避する方針でおります。

　しかし、国内及び当社が将来、事業の展開を行う可能性のある国々において成立している特許

　権のすべてを検証し、さらに将来的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは

　困難であり、将来的に当社事業に関連した特許権などの知的財産権がインターネット関連事業

　にどのように適用されるかについて予測するのは困難であります。

　このため、当社事業に現在利用されている技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権を第

　三者が既に取得している可能性や、将来的に当社事業における必須技術と抵触関係をなす特許

　権などの知的財産権が、第三者に成立する可能性または現在すでに当社事業に関連した技術に
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　おいて当社が認識していない特許等が成立している可能性を完全に否定することはできず、そ

　のような可能性が現出した場合には、当該特許権者から権利侵害に関する訴訟の提起がなされ

　ることにより、当社が損害賠償義務を負う可能性や当社事業の全部又は一部を継続できなくな

　る可能性があります。

　また、特許権などの知的財産権の保有者から当社事業に関連した技術の使用継続が認められる

　としても、当該特許等に関する対価の支払いが発生することにより、当社の財政状態及び経営

　成績に影響を与える可能性があります。

 

　④訴訟等に関するリスクについて

　当社では設立以来当社の事業に関連した訴訟の提起を受けたことはなく、リスク管理体制につ

　いても整備・改善を行っておりますが、今後の事業展開においては訴訟を受ける可能性を完全

　に否定することはできず、訴訟の内容及び金額、訴訟を受けることによる当社の社会的な評価

　の低下などによっては当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。下記は

　その一例であります。

 

　・モバイルソリューション事業において、受託開発などにおける当社の責による納期遅延やシ

　ステムの不具合、当社が提供したソフトウェアの重大な瑕疵などによって、顧客に損失をもた

　らした場合

　・当社の運営するモバイルコンテンツ・メディアサービスや当社で運用サービスを提供してい

　るシステム環境において、通信ネットワークやコンピュータシステムの障害によりサービス提

　供が不可能となり、顧客やユーザーに損失をもたらした場合

　・当社の運営するモバイルコンテンツ・メディアサービスが他社の運営するサービスとの類似

　性を指摘され、著作権侵害等の理由によりサービス提供の差し止めや損害賠償などの要求を受

　けた場合

　・個人情報管理において当社の過失により、当社が所有する顧客情報や顧客企業から受託され

　ている個人情報が流出した場合や、流出した個人情報が悪用された場合

　・システムにおけるセキュリティ上の脆弱性に起因した、第三者による不正な手段による侵入

　やなりすまし等の犯罪行為によって、顧客や第三者に対して損失をもたらした場合

　

(6)　その他のリスクについて

①新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　当社は役職員に対して新株予約権の付与を行っております。当該新株予約権は、平成13年改正

　旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月16日開催の臨時株主

　総会、平成17年６月30日開催の臨時株主総会、平成17年12月29日開催の臨時株主総会、平成18

　年３月13日開催の臨時株主総会においてそれぞれ特別決議されたものであります。今後、付与

　された新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

　なお、本書提出日の前月末時点における新株予約権の潜在株式数は191株であり、発行済株式総

　数20,626株の0.93％に相当します。

　また、当社は今後も有能な人材の獲得や役職員に対するインセンティブの一環として、ストッ

　クオプションを役職員に付与する可能性があり、その場合には、更なる株式価値の希薄化が生

　じる可能性があります。
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　②配当を実施していないことについて

　当社は今まで、企業体質の一層の強化と将来の事業拡大のために内部留保の充実に重点を置い

　てきており、これまで配当を実施しておりません。

　今後は、事業展開の状況と各期の経営成績を勘案して決定することを基本方針としております

　が、当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を

　置くこととしております。

 

　③投資リスクについて

　当社の所有する有価証券は、中華人民共和国（以下、「中国」という。）においてモバイルイ

　ンターネット関連事業を行う企業を子会社にもつ、英領ヴァージン諸島に本社があるMEDIAPRO 

　TECHNOLOGY LIMITED（以下、「メディアプロ」という。）の株式でありますが、メディアプロ

　の財務状況の悪化、為替変動、中国国内や英領ヴァージン諸島における法規制の変化等により

　、当社の財政状態及び経営成績も影響を受ける可能性があります。

　また、その他の投資に関しても、業績いかんによっては投資回収が困難となり、当社の財政状

　態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。　

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　財政状態の分析

当事業年度末における資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

①資産

当事業年度末における資産の総額は、前事業年度末に比べ167百万円減少し、1,316百万円となりまし

た。これは主として借入金の返済や移転に伴う敷金の支払い、賞与の支給、納税等に伴い現預金が減少し

た一方で、自社商材の新規開発によりソフトウェア資産が増加したことなどによります。

なお、流動資産は総資産の78.8％に相当する1,036百万円となっております。流動資産の主なものは、現

金及び預金521百万円、売掛金500百万円であります。

固定資産は総資産の21.2％に相当する279百万円となっております。その内訳としては、有形固定資産

が17百万円、無形固定資産が175百万円、投資その他の資産が85百万円となっております。

　

②負債

当事業年度末における負債の総額は、前事業年度末に比べ170百万円減少し、577百万円となりました。

これは主として、借入金返済に伴う長期借入金が82百万円、買掛金が25百万円、賞与引当金が21百万円減

少したことによるものであります。

流動負債は負債純資産合計の31.6％に相当する415百万円となっております。流動負債の主なものは、

買掛金が239百万円、１年内返済予定の長期借入金が115百万円であります。

固定負債は負債純資産合計の12.3％に相当する162百万円となっております。固定負債の主なものは、

長期借入金の159百万円であります。

　

③純資産

当事業年度における純資産の総額は、前事業年度末に比べ３百万円増加し、738百万円となりました。自

己資本比率は56.1％となっております。

　

(2)　キャッシュ・フローの分析

「第２　事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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(3)　経営成績の分析

当事業年度における経営成績は次のとおりであります。

①概略

「第２ 事業の状況　１ 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。

　

②営業損益

当事業年度の営業損益につきましては、売上高は3,151百万円、売上原価は2,575百万円、販売費及び一

般管理費は530百万円となり、差引45百万円の営業利益を計上しております。

　

③営業外損益

当事業年度の営業外損益につきましては、営業外収益を2百万円、営業外費用を8百万円を計上しており

ます。

　

④特別損益

当事業年度における特別損益につきましては、本社移転費用の発生にともない、特別損失を8百万円計

上しております。

　

⑤その他

当事業年度における法人税、住民税及び事業税は2百万円、法人税等調整額は10百万円を計上しており

ます。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

（1）設備投資の概要

当事業年度においては、本社移転費用及びその他の事業におけるメディアの機能強化等、主にソフトウェ

アを中心とした設備投資を継続的に実施しております。

当事業年度の有形固定資産、無形固定資産を併せた設備投資等の総額は72,522千円であります。

事業部門別の主な内訳は次のとおりです。

　①　モバイルマーケティング事業

　　 　　当事業年度において設備投資は実施しておりません。

　②　その他の事業

　　　　 その他の事業におけるメディア事業のソフトウェアの機能強化に伴い、56,661千円の設備投資を実施い

たしました。

　③　全社共通

　　　　本店移転に伴う内装工事費9,364千円及び設備購入費4,458千円の設備投資をいたしました。
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２ 【主要な設備の状況】

　　　　平成21年12月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物
工具器具
及び備品

ソフト
ウエア

ソフト
ウエア
仮勘定

のれん
等

リース
資産

合計

本社
(東京都港区)

モバイルマーケ
ティング事業

総合業務
施設

― 40011,737― 66,526― 78,66423〔０〕

その他の事業
総合業務
施設

― 1,86281,10810,9265,328― 99,22634〔６〕

全社共通 本社機能 7,5304,074150 ― ― 4,08715,842９〔０〕

(注) １　金額には消費税等は含まれておりません。

２　本社事務所は賃借しております。

３　現在休止中の主要な設備はありません。

４　上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

　
事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容
年間リース料
(千円)

リース契約残高
（千円）

摘要

本社
(東京都港区)

モバイルマーケ
 ティング事業
その他の事業
 全社共通

コンピュータ
設備等

6,467 2,558
所有権移転外
ファイナンス・
リース

５　従業員数は就業人員数であり、従業員数の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社

からの派遣社員数)の年間平均雇用人員数であります。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容

投資予定額(千円)
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完了後の

増加能力総額
（千円）

既支払額
（千円）

本社
(東京都港区)

その他の事業
メディア
機能強化

33,610 ― 自己資金 平成21年12月 平成22年12月 (注)

(注)　メディアの機能強化によるユーザの利便性向上及び売上向上を見込んでおります。

　

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,000

計 35,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年３月25日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,626 20,626
名古屋証券取引所
(セントレックス市場)

(注)１

計 20,626 20,626 ― ―

(注) １　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

     ２ 「提出日現在発行数」欄には平成22年３月１日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され　

　　

　 た株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、以下のと

おりであります。

(平成16年６月16日臨時株主総会特別決議　平成16年６月16日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個） 30　(注)２ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株）         150　(注)１、２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円）  10,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円）

発行価格　　10,000
資本組入額　10,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─
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(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数192個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議いたしました。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　

②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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 (平成16年６月16日臨時株主総会特別決議　平成17年６月14日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) １　(注)２ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　５　(注)１、２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　　 10,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　10,000
資本組入額　10,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数192個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議し、平成17年６月14日開催の

取締役会において、新株予約権の数25個、(注)１の株式分割の影響を調整した新株予約権の目的となる株式の

数125株の発行を決議いたしました。この発行により、授権された217個すべてを発行することとなりました。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　
②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

５　新株予約権の行使の条件

　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。

　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議　平成17年６月30日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) ７　(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個）  ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 　 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　 ７　(注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数336個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議いたしました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種

の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式

移転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株

式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書
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(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議　平成17年11月28日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) 　10　(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　  10　(注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数336個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議し、平成17年11月28日開催の

取締役会において、新株予約権の数79個、新株予約権の目的となる株式の数79株の発行を決議いたしました。

この発行により、授権されていた415個すべてを発行することになりました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種

の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式

移転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株

式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書
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(平成17年12月29日臨時株主総会特別決議　平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個)   ６　(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　６　(注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年12月30日から
平成27年12月29日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 　155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数109個、新株予約権の目的となる株式の数109株の発行を決議いたしました。この発行によ

り、授権されていた300個すべてを発行することになりました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種

の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式

移転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株

式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書
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(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議　平成18年３月16日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) 10　(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    10　(注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的とな

る株式の数の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年３月16日開催の取締役会において、

新株予約権の数10個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種

の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式

移転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株

式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書
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(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議　平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行)

　
事業年度末現在
(平成21年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年２月28日)

新株予約権の数(個) ３　(注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類   普通株式　(注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　３　(注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　 155,000　(注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(注) １　本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的とな

る株式の数の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会において、

新株予約権の数10個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。

この発行により、授権されていた20個すべてを発行することになりました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種

の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式

移転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処

分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　
②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

　
調整後払込金額

　
＝

　
調整前払込金額

　
×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株

式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件

①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。

②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続する

こと及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

適用されておりません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(千円)

資本金残高
　

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成17年２月15日
(注)１

192 5,941 14,400 97,825 14,400 44,325

平成17年４月11日
(注)２

451 6,392 34,952 132,777 34,952 79,277

平成17年６月24日
(注)３

458 6,850 35,495 168,272 35,495 114,772

平成17年７月22日
(注)４

381 7,231 29,527 197,800 29,527 144,300

平成17年７月31日
(注)５

455 7,686 4,550 202,350 ― 144,300

平成17年８月１日～
平成18年７月31日

(注)６
1,235 8,921 13,025 215,375 775 145,075

平成18年10月10日
(注)７

1,800 10,721 331,200546,575331,200476,275

平成19年７月30日
(注)８

5,000 15,721 145,000691,575145,000621,275

平成18年８月１日～
平成19年７月31日

(注)９
105 15,826 1,050 692,625 ─ 621,275

平成19年11月１日
(注)10

─ 15,826 ─ 692,625△621,275 ─

平成19年12月１日
(注)11

4,500 20,326 ─ 692,625 ─ ─

平成19年８月１日～
平成19年12月31日

(注)12
165 20,491 1,650 694,275 ― ―

平成20年１月１日～
平成20年12月31日

(注)13
135 20,626 1,350 695,625 ─ ─

(注) １　有償第三者割当

発行価格 150,000円

資本組入額 75,000円

割当先 イオックス第１号投資事業組合ほか１名

２　有償第三者割当

発行価格 155,000円

資本組入額 77,500円

割当先 投資事業組合オリックス９号ほか１名

３　有償第三者割当

発行価格 155,000円

資本組入額 77,500円

割当先 電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合ほか１名

４　有償第三者割当

発行価格 155,000円

資本組入額 77,500円

割当先 ㈱ソフトクリエイトほか役員等６名

５　平成17年７月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

６　平成17年８月１日～平成18年７月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

７　有償一般募集（ブックビルディング方式）

発行価格 400,000円　 引受価額 368,000円

発行価額 297,500円　 資本組入額 184,000円

８　有償第三者割当

発行価格 58,000円

資本組入額 29,000円

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書

35/91



割当先 ngi group株式会社

９　平成18年８月１日～平成19年７月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

10　平成19年10月26日開催の定時株主総会決議に基づき、資本準備金を取崩し、欠損の補填に充てております。

11　ngi mobile株式会社との合併による新株式発行

ngi mobile株式会社の株式１株に対し、当社の株式2.8125株を割当交付しております。

12　平成19年８月１日～平成19年12月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

13　平成20年１月１日～平成20年12月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

　

(6) 【所有者別状況】

平成21年12月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ７ 19 2 1 429 458 ―

所有株式数
(株)

― ― 210 13,807 303 10 6,29620,626 ─

所有株式数
の割合(％)

― ― 1.02 66.94 1.47 0.05 30.52100.00 ―

(注)　自己株式281株は「個人その他」に含まれております。
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(7) 【大株主の状況】

平成21年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ngi group株式会社
東京都渋谷区渋谷2-16-5　
マニュプレイス渋谷ビル5階

12,243 59.36

小川　淳 東京都港区 683 3.31

出岡　英俊 東京都港区 600 2.91

フューチャーアーキテクト　　株
式会社

東京都品川区大崎1-2-2 450 2.18

橋爪　小太郎 千葉県市川市 338 1.64

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1 333 1.61

株式会社フラクタリスト 東京都港区南青山1-26-1　寿光ビル３階 281 1.36

伊藤　幸司 東京都港区 279 1.35

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人ゴールドマン・サッ
クス株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
(東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒルズ森タ
ワー)

274 1.33

加山　幸浩 千葉県松戸市 250 1.21

計 ― 15,731 76.26

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
　普通株式　  281

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,345 20,345 ─

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 20,626 ― ―

総株主の議決権 ― 20,345 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

氏名又は名称 住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社フラクタリスト

東京都港区南青山1-26-1
寿光ビル3階

281 ― 281 1.36

計 ― 281 ― 281 1.36
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該ストックオプション

制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき付与をしており、その内

容は以下のとおりであります。

　

平成16年６月16日臨時株主総会決議に基づき、平成16年６月16日及び平成17年６月14日に付与

決議年月日 平成16年６月16日 平成17年６月14日

付与対象者の区分及び人数 ①　当社従業員　　　１名 ①　当社従業員　　　１名

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

株式の数（株） 同上 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上 同上

新株予約権の行使期間 同上 同上

新株予約権の行使の条件 同上 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 同上

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

─ ─

　

平成17年６月30日臨時株主総会決議に基づき、平成17年６月30日及び平成17年11月28日に付与

決議年月日 平成17年６月30日 平成17年11月28日

付与対象者の区分及び人数
①　当社監査役　　　１名
②　当社従業員　　　１名

①　当社従業員　　　１名

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

株式の数（株） 同上 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上 同上

新株予約権の行使期間 同上 同上

新株予約権の行使の条件 同上 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 同上

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

─ ─

　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書

38/91



平成17年12月29日臨時株主総会決議に基づき、平成18年５月29日に付与

決議年月日 平成18年５月29日

付与対象者の区分及び人数 ①　当社従業員　　  ２名

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

─

　

平成18年３月13日臨時株主総会決議に基づき、平成18年３月16日及び平成18年５月29日に付与

決議年月日 平成18年３月16日 平成18年５月29日

付与対象者の区分及び人数 ①　当社監査役　　　１名 ①　当社従業員　　 １名

新株予約権の目的となる株式の種類
「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

「(2)新株予約権等の状況」に記載
しております。

株式の数（株） 同上 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上 同上

新株予約権の行使期間 同上 同上

新株予約権の行使の条件 同上 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 同上

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

─ ─

(注)　付与対象者の人数及び株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を放

棄した者の人数及び株式数を減じております。なお、付与対象者の区分につきましては付与時点における区分を

記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成21年２月25日)での決議状況
　(取得期間平成21年２月26日～平成21年５月25日)

400 20,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 174 7,780,200

残存決議株式の総数及び価額の総額 226 12,219,800

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 56.50 61.10

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 56.50 61.10

　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成21年５月26日)での決議状況
　(取得期間平成21年５月27日～平成21年８月26日)

200 12,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 107 5,980,700

残存決議株式の総数及び価額の総額 93 6,019,300

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 46.50 50.16

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 46.50 50.16

　

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 281 ― 281 ―

　

３ 【配当政策】

当社の配当政策に関する基本的な考え方は、各期の経営成績を踏まえたうえで、企業体質の一層の強化と

将来の事業拡大のための内部留保の必要性を勘案して決定することを基本方針としております。また、当社

は期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、当社の定款には、中間配当を行うこ

とができる旨を定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書

40/91



なお、当面は継続的な企業価値向上を通じて株主価値の最大化を図り、事業拡大のための投資に必要な内

部留保の確保を優先する所存であります。このため、当事業年度末の配当を行っておりません。
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成18年７月 平成19年７月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

最高(円) ― 505,000 88,000 82,000 65,000

最低(円) ― 50,000 51,000 32,600 30,800

(注) １　最高・最低株価は、株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における株価を記載しております。

なお、平成18年10月11日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載

しておりません。

２　第９期は、決算期変更により平成19年８月１日から平成19年12月31日までの５ヶ月間となっております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 65,000 62,000 59,500 58,000 54,000 47,600

最低(円) 56,000 52,000 52,500 55,000 42,200 42,300

(注)　最高・最低株価は、株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役 　 小　川　　　淳 昭和51年３月１日

平成12年９月 株式会社ネットエイジ　入社

(注) 3 683

平成17年９月 同社　執行役員就任

平成19年６月 ngi group株式会社　執行役就任

平成19年７月 ngi mobile株式会社　代表取締役社

長就任

平成19年10月 当社　代表取締役就任（現任）

取締役 　 出　岡　英　俊 昭和52年１月３日

平成13年４月 株式会社アズジェント　入社

(注) 3 600

平成16年５月 株式会社ネットエイジ　入社

平成19年７月 ngi mobile株式会社　取締役就任

平成19年10月 当社　取締役就任（現任）

取締役 　 金　子　陽　三 昭和51年７月31日

平成11年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社

東京支店　入社

(注）3 ─

平成14年２月 株式会社アップステアーズ設立　代

表取締役就任

平成18年２月 ネットエイジキャピタルパートナー

ズ株式会社（現ngi group株式会

社）取締役就任

平成18年12月 株式会社ネットエイジグループ（現

ngi group株式会社）取締役就任

平成19年６月 同社取締役兼執行役COO就任

平成19年９月 ngi capital株式会社（現ngi group

株式会社）代表取締役社長就任

平成19年10月

 

当社　取締役就任（現任）

平成21年２月 ngi group株式会社代表執行役社長

就任（現任）

取締役 　 河　合　博　之 昭和41年９月25日

平成元年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会

社）入社

(注)3 ─

 平成10年３月  有限会社ディー・イー・アイ 代表取

 締役就任

 平成12年６月  株式会社クレイフィッシュ 取締役戦

 略・事業開発最高責任者就任

 平成13年５月  株式会社クレイフィッシュ 代表取締

 役社長就任

 平成14年７月  株式会社Ｅストアー 執行役員マーケ 

 ティング本部長就任

 平成15年６月  株式会社Ｅストアー 取締役就任

 平成15年12月  上海中庸信息技術通信有限公司 総経

 理就任

 平成16年５月  株式会社UCJ 代表取締役兼上海中庸信

 息技術通信有限公司総経理就任

 平成18年５月  ネットエイジキャピタルパートナーズ

　

 株式会社　執行役員パートナー就任

 平成19年６月  株式会社ネットエイジグループ（現

 ngi group株式会社）執行役アジア事

 業統括就任

 平成21年２月  ngi group株式会社 執行役就任（現 

 任）

 平成22年３月  当社取締役就任（現任）

常勤監査役 　 石　井　賢　一 昭和35年７月21日

昭和57年９月 星会計事務所　入所

(注) 4 ─

昭和59年６月 株式会社ゼネラルアソシエート　入

社

平成２年９月 新生飼料株式会社　入社

平成12年８月 株式会社モスインスティテュート　

（現日本アジアグループ株式会社）

入社

平成16年10月 同社　取締役就任

平成18年３月 当社　監査役就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

監査役 　 中　山　かつお 昭和40年５月９日

平成３年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責

任監査法人)　入所

(注) 5 5

平成４年３月 公認会計士　登録

平成15年６月 株式会社アイティフォー　監査役就

任(現任)

平成15年11月 株式会社綜合臨床薬理研究所（現　

株式会社総合臨床ホールディング

ス）　監査役就任

平成17年６月 当社　監査役就任(現任)

平成19年６月 株式会社ネットエイジグループ

（現ngi group株式会社）　取締役

就任（現任）

平成19年６月 日本コンピュータ・ダイナミクス

株式会社　監査役就任（現任）

平成19年８月

 

あすなろ監査法人　代表社員就任

（現任）

　 　 　 　
平成20年10月 株式会社綜合臨床ホールティング

ス　取締役就任（現任）
　 　

監査役 　 辻　　　高　史 昭和45年12月11日

平成９年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)　

入所

(注) 6 ─

平成13年５月 公認会計士　登録

平成18年６月 株式会社ウェブベース　監査役就任

（現任）

平成18年８月 ペタビット株式会社　監査役就任

（現任）

平成19年８月 あすなろ監査法人　代表社員就任

（現任）

平成19年10月 当社　監査役就任(現任)

平成20年８月 株式会社ワイヤーアクション　監査

役（現任）

計 1,288

(注) １　取締役金子陽三氏、河合博之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役石井賢一氏、中山かつお氏、辻高史氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成21年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　監査役の任期は、平成21年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

５　監査役の任期は、平成20年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

６　監査役の任期は、平成19年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレートガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスは、持続的な事業成長と株主価値の最大化を実現するために制度と

倫理の側面から取り組んでいくべき重要課題と認識しております。基本方針としてコンプライアンスの

徹底、適切なディスクロージャーの実施、アカウンタビリティ（説明責任）の強化に注力していきたいと

考えております。

制度としては、少数の取締役による迅速な意思決定並びに社外取締役及び社外監査役による経営監視

の強化を行う一方、内部監査の実施を充実させることで公平性、誠実性を確保できる企業運営体制の構築

を行ってまいります。

　

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の機関の内容

イ．取締役会

当社の取締役会は取締役４名（本書提出日現在）で構成され、月１回の定例取締役会の開催に加

えて、必要の都度臨時取締役会を開催しております。取締役会には取締役及び監査役が出席し、法令

で定められた事項及び取締役会規程等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行

状況の監視・監督を行っております。

ロ．監査役会

当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は当社の監査役３名（本書提出日現在）で構成さ

れ、全員が会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。監査役は毎月１回以上の監査役会

を開催し、監査役間の情報交換を緊密にすることにより経営監査機能の強化を図っております。ま

た、監査役は原則として月１回開催される定例取締役会並びに適宜必要の都度開催される臨時取締

役会に出席し、取締役の業務執行に関する監視を行い、監査法人や内部監査室との連携などの施策に

より、監査機能の充実を図っております。

②　内部統制及びリスク管理体制の整備状況

イ．内部監査

当社の内部監査は、社長直轄の組織である内部監査室（社員１名）が主管となり、全部署を対象と

して定期的な監査を行っているほか、監査結果に基づいた改善状況のフォローアップ監査を実施し

ております。監査内容は、法令、社内諸規程やルールの遵守状況を調査するとともに、会社の財産保全

及び業務運営の実態を適正に調査し、法令違反や不正等を未然に防止するとともに、経営の合理化及

び効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図ることを目的としております。

　監査役は、必要に応じて内部監査室と意見・情報交換を行うとともに、監査実施状況や監査結果に

ついて報告を求めるなど、監査の有効性や効率性、監査精度を向上させるため連携をとっておりま

す。

ロ．リスク管理体制

当社のリスク管理体制といたしましては、法務においては弁護士事務所と顧問契約を締結し、契約

内容のチェックを受けるとともに、必要に応じてアドバイスを受けております。

また、代表取締役をはじめ取締役や各事業部長等が法令遵守や社内諸規程遵守、個人情報保護、イ

ンサイダー取引規制などが会社の健全な発展には重要であるという認識のもとに、従業員に対する

意識向上を図るとともに、監査役や内部監査担当者はリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会

に報告する体制となっております。
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(3) 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

　

(4) 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定め

ております。

　

(5) 自己株式の取得の要件

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に

遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市

場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

　

(6) 中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主並びに登録株

式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めて

おります。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　

(7) 株主総会の特別決議要件

会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

　

(8) 役員報酬

　当期の当社取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。

取締役に支払った報酬 54,696千円(うち社外取締役　　　－千円)

監査役に支払った報酬 8,400千円(すべて社外監査役に対するものであります。)

計 63,096千円　

　

(9) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外取締役金子陽三氏は、ngi group株式会社の代表執行役社長を兼務しております。ngi group株式会

社は当社の親会社であります。

社外取締役河合博之氏は、ngi group株式会社の執行役を兼務しております。ngi group株式会社は当社

の親会社であります。

社外監査役中山かつお氏は、株式会社アイティフォー監査役、ngi group株式会社の取締役、日本コン

ピュータ・ダイナミクス株式会社の監査役、あすなろ監査法人の代表社員、並びに株式会社綜合臨床ホー

ルディングスの取締役を兼務しております。当社と株式会社アイティフォー、日本コンピュータ・ダイナ

ミクス株式会社、あすなろ監査法人、並びに株式会社綜合臨床ホールディングスとの間には特別な関係は

ありません。なお、中山かつお氏は、当社株式５株（持株比率0.02％）、当社新株予約権６個（当社株式６

株分）を保有しております。
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社外監査役辻高史氏は、あすなろ監査法人の代表社員、株式会社ウェブベースの監査役、ペタビット株

式会社の監査役、並びに株式会社ワイヤーアクションの監査役兼務しております。当社とあすなろ監査法

人、株式会社ウェブベース、ペタビット株式会社、並びに株式会社ワイヤーアクションと当社との間には

特別な関係はありません。

　

(10) 会計監査の状況及び報酬等の額

当社は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、財務諸表の監査を会計監査人である太陽Ａ

ＳＧ有限責任監査法人に依頼しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執

行社員との間には、特別の利害関係はありません。

①　当社の監査業務を執行した監査法人については以下のとおりであります。

公認会計士の氏名 所属する監査法人

遠　藤　　　了

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人野　辺　地　勉

尾　川　克　明

※関与継続年数については、７年以内であるため、記載を省略しております。

②　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士２名、その他６名、計８名
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(11) 内部監査、監査役監査及び会計監査人による監査との相互連携

当社の内部監査、監査役監査、会計監査人による監査の間では、情報の共有及び意見交換に努めており、

三者それぞれの独立性を保持しつつ、監査の有効性や効率性、監査精度の向上を図っております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりとなります。
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(2)【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 ― ― 18,000 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 ― ― 18,000 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

監査日数や当社の規模等の要素を勘案して決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成20年１月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成21年１月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成20年１月１日から平成20年

12月31日まで)及び当事業年度(平成21年１月１日から平成21年12月31日まで)の財務諸表について、太陽Ａ

ＳＧ有限責任監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 744,048 521,290

売掛金 491,553 500,741

仕掛品 3,497 1,283

貯蔵品 73 54

前払費用 11,082 9,029

繰延税金資産 19,731 10,149

その他 1,833 1,821

貸倒引当金 △11,989 △7,678

流動資産合計 1,259,832 1,036,691

固定資産

有形固定資産

建物 5,500 9,364

減価償却累計額 △1,546 △1,834

建物（純額） 3,953 7,530

工具、器具及び備品 4,862 11,176

減価償却累計額 △1,764 △4,839

工具、器具及び備品（純額） 3,097 6,337

リース資産 － 4,785

減価償却累計額 － △697

リース資産（純額） － 4,087

有形固定資産合計 7,050 17,955

無形固定資産

のれん 96,210 71,534

商標権 358 321

ソフトウエア 69,926 92,996

ソフトウエア仮勘定 2,136 10,926

無形固定資産合計 168,631 175,778

投資その他の資産

投資有価証券 35,384 33,810

破産更生債権等 2,068 14,526

長期前払費用 2,367 3,623

繰延税金資産 10,185 9,649

敷金及び保証金 － ※1
 34,740

会員権 － 4,000

貸倒引当金 △2,068 △14,526

投資その他の資産合計 47,936 85,822

固定資産合計 223,619 279,556

資産合計 1,483,452 1,316,247
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 265,439 239,938

1年内返済予定の長期借入金 129,600 ※1
 115,500

未払金 36,967 15,315

関係会社未払金 6,296 －

未払消費税等 26,299 8,622

未払法人税等 5,328 4,787

前受金 2,770 3,163

預り金 3,127 3,880

賞与引当金 21,926 －

ポイント引当金 23,523 22,206

リース債務 － 1,256

その他 － 708

流動負債合計 521,280 415,378

固定負債

長期借入金 227,000 ※1
 159,000

リース債務 － 3,035

固定負債合計 227,000 162,035

負債合計 748,280 577,414

純資産の部

株主資本

資本金 695,625 695,625

資本剰余金

その他資本剰余金 251,550 251,550

資本剰余金合計 251,550 251,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △212,002 △193,006

利益剰余金合計 △212,002 △193,006

自己株式 － △13,760

株主資本合計 735,172 740,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △1,574

評価・換算差額等合計 － △1,574

純資産合計 735,172 738,833

負債純資産合計 1,483,452 1,316,247
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 2,641,412 3,151,491

売上原価

当期製品製造原価 2,016,000 2,575,544

売上原価合計 2,016,000 2,575,544

売上総利益 625,411 575,947

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 552,346

※1, ※2
 530,026

営業利益 73,065 45,920

営業外収益

受取利息 1,821 750

法人税等還付加算金 1,185 －

未払金取崩益 1,987 －

違約金収入 － 600

その他 864 829

営業外収益合計 5,857 2,179

営業外費用

支払利息 7,856 4,940

支払手数料 5,900 3,152

営業外費用合計 13,756 8,093

経常利益 65,167 40,007

特別利益

投資有価証券売却益 5,000 －

事業譲渡益 ※3
 3,000

※3
 －

特別利益合計 8,000 －

特別損失

固定資産除却損 ※4
 8,649

※4
 －

ソフトウエア評価損 ※5
 10,970

※5
 －

本社移転費用 － 8,602

特別損失合計 19,619 8,602

税引前当期純利益 53,547 31,404

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290

法人税等調整額 △29,916 10,118

法人税等合計 △27,626 12,408

当期純利益 81,174 18,996
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【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　外注加工費 　 115,1805.70 89,554 3.48

Ⅱ　労務費 　 58,157 2.88 48,864 1.90

Ⅲ　経費 ※ 1,846,13291.42 2,434,91094.62

　　当期総製造費用 　 2,019,471100.0 2,573,330100.0

　　期首仕掛品たな卸高 　 27　 3,497　

　　　合計 　 2,019,498　 2,576,828　

　　期末仕掛品たな卸高 　 3,497　 1,283　

　　当期製品製造原価 　 2,016,000　 2,575,544　

　 　 　 　 　 　

　

(注)　※　主な内訳は次のとおりであります。

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

媒体費 1,770,278千円

地代家賃 7,165千円

減価償却費 22,169千円

リース料 3,040千円

通信費 4,595千円
　

媒体費 2,361,668千円

地代家賃 5,005千円

減価償却費 22,782千円

リース料 2,211千円

通信費 3,921千円
　

　

（原価計算の方法）

個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 694,275 695,625

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期変動額合計 1,350 －

当期末残高 695,625 695,625

資本剰余金

その他資本剰余金

前期末残高 251,550 251,550

当期末残高 251,550 251,550

資本剰余金合計

前期末残高 251,550 251,550

当期末残高 251,550 251,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △293,177 △212,002

当期変動額

当期純利益 81,174 18,996

当期変動額合計 81,174 18,996

当期末残高 △212,002 △193,006

利益剰余金合計

前期末残高 △293,177 △212,002

当期変動額

当期純利益 81,174 18,996

当期変動額合計 81,174 18,996

当期末残高 △212,002 △193,006

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △13,760

当期変動額合計 － △13,760

当期末残高 － △13,760

株主資本合計

前期末残高 652,647 735,172

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期純利益 81,174 18,996

自己株式の取得 － △13,760
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

当期変動額合計 82,524 5,235

当期末残高 735,172 740,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △1,574

当期変動額合計 － △1,574

当期末残高 － △1,574

評価・換算差額等合計

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △1,574

当期変動額合計 － △1,574

当期末残高 － △1,574

純資産合計

前期末残高 652,647 735,172

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期純利益 81,174 18,996

自己株式の取得 － △13,760

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,574

当期変動額合計 82,524 3,661

当期末残高 735,172 738,833
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 53,547 31,404

減価償却費 25,450 28,948

のれん償却額 25,126 24,676

商標権償却額 12 37

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,731 △21,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,325 8,147

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,223 △1,317

受取利息及び受取配当金 △1,821 △750

支払利息 7,856 4,940

本店移転費用 － 3,458

固定資産除却損 8,649 －

ソフトウエア評価損 10,970 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △200,126 △21,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,432 2,233

仕入債務の増減額（△は減少） 62,745 △25,501

未払金の増減額（△は減少） △23,878 △27,949

その他 48,998 △15,404

小計 42,377 △10,648

利息及び配当金の受取額 1,821 750

利息の支払額 △7,627 △4,850

法人税等の支払額 △4,744 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,827 △17,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,615 △15,678

無形固定資産の取得による支出 △47,782 △54,707

投資有価証券の売却による収入 5,000 －

敷金及び保証金の返還による収入 27,258 －

会員権の取得による支出 － △4,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △34,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,140 △109,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △141,600 △132,100

株式の発行による収入 1,350 －

自己株式の取得による支出 － △13,760

リース債務の返済による支出 － △732

財務活動によるキャッシュ・フロー △140,250 △96,593

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
　至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,562 △222,758

現金及び現金同等物の期首残高 870,611 744,048

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 744,048

※1
 521,290
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券

　　時価のない有価証券

　　移動平均法による原価法によってお

ります。

(1) その他有価証券

　　時価のない有価証券

　　同　　左

　 　 　
２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 仕掛品

　　個別法による原価法によっておりま

す。

(1) 仕掛品

　　個別法による原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。

　 (2) 貯蔵品

　　最終仕入原価法によっております。

(2) 貯蔵品

　　最終仕入原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)によってお

ります。

　 　 (会計方針の変更)

　「棚卸資産の評価に関する会計基

準」の適用

当事業年度から平成18年７月５日

公表の「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準委員会　

企業会計基準第９号)を適用して

おります。

これによる当事業年度の損益に与

える影響はありません。

　 　 　
３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　①　平成19年３月31日以前に取得した

もの

　　　旧定率法によっております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　①　平成19年３月31日以前に取得した

もの

　　　旧定率法によっております。

　 　②　平成19年４月１日以降に取得した

もの

　　　定率法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　　　　　10年

　　工具器具及び備品　３～８年

　　ただし、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。

　②　平成19年４月１日以降に取得した

もの

　　　定率法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　　　　　10年

　　工具器具及び備品　３～８年

　　ただし、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。

　 (2) 無形固定資産

　①　のれん

　　　５年均等償却を行っております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　①　のれん

　　５年均等償却を行っております。

　 　②　商標権

　　　10年均等償却を行っております。

　②　商標権

　  10年均等償却を行っております。

　 　③　市場販売目的のソフトウェア

　　　見込販売数量に基づく償却額と残

存有効期間(３年以内)に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法によってお

ります。

　③　市場販売目的のソフトウェア

　　　見込販売数量に基づく償却額と残

存有効期間(３年以内)に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法によってお

ります。
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項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

　 　④　自社利用のソフトウェア

　　　社内における見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっており

ます。

　④　自社利用のソフトウェア

　　　社内における見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっており

ます。

　  (3)  ──────

 
(3) リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

　については、リース期間を耐用年数と

　し残存価額をゼロとする定額法によっ

　ております。

　　なお、リース取引開始日が平成20年

　12月31日以前の所有権移転外ファイナ

　ンス・リース取引については、通常の

　賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

　理を引き続き採用しております。　

　 (4) 長期前払費用

　　均等償却によっております。

(4) 長期前払費用

　　同　　左

　 　 　
４　繰延資産の処理方法 株式交付費

　支払時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

  　──────

　 　 　
５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1) 貸倒引当金

　　同　　左

　 (2) 賞与引当金

　　従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。

(2) 賞与引当金

  　──────

 
 

　(追加情報)

　当事業年度から給与制度の

見直しをおこない、賞与制度

を廃止したため、賞与引当金

は計上しておりません。

　 (3) ポイント引当金

　ウェブサイト広告の閲覧実績に応

じて発行したポイント利用に備える

ため、当事業年度末において将来利

用されると見込まれる額を計上して

おります。

(3) ポイント引当金

　同　　左

　 　 　
６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

  　──────
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項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少のリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

　　同　　左

　 　 　
８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　同　　左
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【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

────── リース取引に関する会計基準等の適用

　当事業年度から平成19年３月30日改正の「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準委員会　企業会計基準

13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第16号)を

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して

おります。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

──────
 

※１　担保資産

　 担保に供している資産は次のとおりであります。

 敷金及び保証金 34,740千円

　 計 34,740千円

　　  担保付債務は次のとおりであります。

 1年内返済予定の
 長期借入金

7,500千円

 長期借入金 40,000千円

 　計 47,500千円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の内訳

　(1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ12％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ88％であります。

　　　なお、主な費目と金額については次のとおりでありま

す。

役員報酬 49,096千円

研究開発費 63千円

給料手当 182,381千円

支払手数料 22,386千円

賞与引当金繰入額 33,851千円

減価償却費 2,895千円

ポイント引当金繰入額 26,063千円

支払報酬 33,696千円

貸倒引当金 12,325千円

のれん償却 25,126千円

※１　販売費及び一般管理費の内訳

　(1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ11％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ89％であります。

　　　なお、主な費目と金額については次のとおりでありま

す。

役員報酬 63,096千円

給与手当 226,132千円

法定福利費 28,514千円

減価償却費 5,120千円

ポイント引当金繰入額 29,893千円

支払報酬 26,220千円

貸倒引当金繰入額 8,147千円

のれん償却 24,676千円

　 　

　 　

　(2) 一般管理費に含まれる研究開発費は、63千円であり

ます。

  (2) ──────

 

※２ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

地代家賃 38,400千円

支払手数料 13,172千円

水道光熱費 3,000千円

 

　   

※２ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

地代家賃 20,100千円

支払手数料 1,952千円

水道光熱費 900千円

 

　   

※３ 事業譲渡益は、ノーマディックノード事業の譲渡に

伴うものであります。

 

※３ ──────

 

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

ソフトウエア 8,649千円

 

※４ ──────

 

※５　ソフトウエア評価損は、当期において販売開始時の

総見込販売収益を見直した結果、総見込販売収益

の著しい減少が見込まれたため、当該ソフトウエ

アの経済価値の減少部分を一時の損失として計上

したものであります。

※５ ──────
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

１　発行済株式数の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

発行済株式 　 　 　 　

　　　普通株式（注） 　　　　　20,491株 　　　　　　135株 　　　　　　　―株 　　　　　20,626株

 自己株式 　 　 　 　

 　　普通株式 　　　　　　　―株 　　　　　　　―株 　　　　　　　―株 　　　　　　　―株

 (注)　発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使135株によるものです。 

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　
３　配当に関する事項
　　　　当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１　発行済株式数の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

発行済株式 　 　 　 　

　　　普通株式（注） 　　　　　20,626株 　　　　　　　―株 　　　　　　　―株 　　      20,626株

 自己株式 　 　 　 　

 　　普通株式 　　　　　　　―株  　　　　　　281株 　　　　　　　―株              281株

 (変動事由の概要)

　自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

 　取締役会決議による自己株式の取得による増加　281株

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　
３　配当に関する事項
　　　　当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係

現金及び預金 744,048千円

現金及び現金同等物 744,048千円

　 　

 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係

現金及び預金 521,290千円

現金及び現金同等物 521,290千円

　 　

 

　

次へ
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

29,44220,6668,776

 
　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6,805千円

１年超 2,558千円

合計 9,363千円

 
　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 10,510千円

減価償却費相当額 9,468千円

支払利息相当額 757千円

 
　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっております。

 
　⑤　利息相当額の算定方法

　　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

 

　ファイナンス・リース取引(借主側)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース資産の内容

　　全社における電話設備(工具、器具及び備品)であ

　ります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

　る定額法によっております。

 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は以下のとおりでありま

す。

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

8,998 6,621 2,376

 
　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,614千円

１年超 943千円

合計 2,558千円

 
　③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 6,467千円

減価償却費相当額 5,831千円

支払利息相当額 286千円

 
　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法によっております。

 
　⑤　利息相当額の算定方法

　　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

　

(有価証券関係)

前事業年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 　

非上場株式 35,384

　

当事業年度(自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日)
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時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 　

非上場株式 33,810
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

　　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

(退職給付関係)

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

　　当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　　当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

　 前事業年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　１名 (注)３ 当社の従業員　１名 (注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　960株　(注)１、２ 普通株式　125株　(注)１，２

付与日 平成16年６月16日 平成17年６月14日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年６月17日から 平成18年６月17日から

平成26年６月16日まで 平成26年６月16日まで

　

決議年月日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

付与対象者の区分及び人数
当社の監査役　１名

(注)３ 当社の従業員　１名 (注)３
当社の従業員　１名

株式の種類及び付与数 普通株式　336株　(注)２ 普通株式　79株　(注)２

付与日 平成17年６月30日 平成17年11月28日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年７月１日から 平成19年７月１日から

平成27年６月30日まで 平成27年６月30日まで

　

決議年月日 平成17年12月29日 平成17年12月29日

付与対象者の区分及び人数 　　　　　（注）３、４ 当社の従業員　２名 (注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　191株　(注)２ 普通株式　109株　(注)２

付与日 平成17年12月29日 平成18年５月29日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年12月30日から 平成19年12月30日から

平成27年12月29日まで 平成27年12月29日まで
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決議年月日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

付与対象者の区分及び人数 当社の監査役　１名　　(注)３ 当社の従業員　１名  　(注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　10株　(注)２ 普通株式　10株　(注)２

付与日 平成18年３月16日 平成18年５月29日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成20年３月14日から 平成20年３月14日から

平成28年３月13日まで 平成28年３月13日まで

(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　株式数に換算して記載しております。

３　付与対象者の区分につきましては付与時点における区分、人数につきましては退職等の理由により権利を放棄

した者の人数を減じて記載しております。

４　すべて自己新株予約権であります。

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　① ストック・オプションの数

決議日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
275

―

110

15

150
　

　
―

―

―

―

―

　
30

―

25

―

５
　

　

決議日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
223

―

―

216

７
　

　
―

―

―

―

―

　
10

―

―

―

10
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　決議日 平成17年12月29日 平成17年12月29日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

　―

―

　
50

―

―

50

―
　

　
―

―

―

―

―

　
83

―

―

69

14
　

　

決議日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
10

―

―

10

―

　
―

10

―

―

10
　

　
５

―

―

５

―

　
―

５

―

２

３
　

　

②単価情報

決議日 平成16年6月16日

権利行使価格（円） 10,000 (注)

行使時平均株価（円） 41,921

付与日における
公正な評価単価（円）

―

(注)　平成16年11月13日開催の取締役会に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を行って

おり、その影響を調整しております。

決議日 平成17年6月30日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―

　

決議日 平成17年12月29日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―

　

決議日 平成18年3月13日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―
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当事業年度(自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　１名 (注)３ 当社の従業員　１名 (注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　960株　(注)１、２ 普通株式　125株　(注)１，２

付与日 平成16年６月16日 平成17年６月14日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年６月17日から 平成18年６月17日から

平成26年６月16日まで 平成26年６月16日まで

　

決議年月日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

付与対象者の区分及び人数
当社の監査役　１名

(注)３ 当社の従業員　１名 (注)３
当社の従業員　１名

株式の種類及び付与数 普通株式　336株　(注)２ 普通株式　79株　(注)２

付与日 平成17年６月30日 平成17年11月28日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年７月１日から 平成19年７月１日から

平成27年６月30日まで 平成27年６月30日まで

　

決議年月日 平成17年12月29日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　２名 (注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　109株　(注)２

付与日 平成18年５月29日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年12月30日から

平成27年12月29日まで
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決議年月日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

付与対象者の区分及び人数 当社の監査役　１名　　(注)３ 当社の従業員　１名  　(注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　10株　(注)２ 普通株式　10株　(注)２

付与日 平成18年３月16日 平成18年５月29日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成20年３月14日から 平成20年３月14日から

平成28年３月13日まで 平成28年３月13日まで

(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　株式数に換算して記載しております。

３　付与対象者の区分につきましては付与時点における区分、人数につきましては退職等の理由により権利を放棄

した者の人数を減じて記載しております。

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　① ストック・オプションの数

決議日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
150

―

―

―

150
　

　
―

―

―

―

―

　
５

―

―

―

５
　

　

決議日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
７

―

―

―

７
　

　
―

―

―

―

―

　
10

―

―

―

10
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　　決議日 平成17年12月29日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
14

―

―

８

６
　

　

決議日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)
　

　
―

―

―

―

―

　
10

―

―

―

10
　

　
―

―

―

―

―

　
３

―

―

―

３
　

　

②単価情報

決議日 平成16年6月16日

権利行使価格（円） 10,000 (注)

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―

(注)　平成16年11月13日開催の取締役会に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を行って

おり、その影響を調整しております。

決議日 平成17年6月30日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―

　

決議日 平成17年12月29日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―

　

決議日 平成18年3月13日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

―
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

　繰越欠損金 253,268千円

　商品 14,648千円

　貸倒引当金 5,720千円

　賞与引当金 8,922千円

　ポイント引当金 9,571千円

　ソフトウエア 28,363千円

　その他 5,497千円

　　繰延税金資産小計 325,991千円

　評価性引当額 △296,075千円

繰延税金資産合計 29,916千円

繰延税金負債 ―千円

繰延税金資産の純額 29,916千円
　 　

 

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

　繰越欠損金 292,742千円

　商品 14,649千円

　貸倒引当金 6,422千円

　賞与引当金 ― 千円

　ポイント引当金 9,036千円

　ソフトウエア 19,530千円

　その他 4,218千円

　　繰延税金資産小計 346,600千円

　評価性引当額 △326,802千円

繰延税金資産合計 19,798千円

繰延税金負債 ― 千円

繰延税金資産の純額 19,798千円
　 　

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
 

法定実効税率 40.7％

住民税均等割等 4.3〃

評価性引当額 △96.6〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △51.6％
　 　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。
 
 

　

　

(企業結合等関係)

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

　　該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日)

　
１．親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
ngi group
株式会社

東京都
港区

1,824,244
事業持株
会社

（被所有）
直接 46.1

兼任２名 ―

コンサルティ
ング料
賃借料
外注加工費
その他

58,340
関係会社
未払金

6,296

(注)　１　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま　　
　　　　  れております。
      ２　取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　一般取引条件を参考に決定しております。
　

２．兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の
子会社

株式会社RSS

広告社
東京都
目黒区

164,500広告代理 ─ ─ 受注先 広告代理 17,946売掛金 1,630

(注)　１　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま　　
　　　　  れております。
      ２　取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　一般取引条件を参考に決定しております。

　

     当事業年度(自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日)

　　  (追加情報)

　　　 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号　平成18年

     10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 

     平成18年10月17日)を適用しております。

　　　 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

　
 １．関連当事者との取引

     該当事項はありません。

　
 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1) 親会社情報

     　　ngi group株式会社(東京証券取引所に上場) 
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(１株当たり情報)

　

項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 35,642円　98銭 36,315円　23銭

１株当たり当期純利益 3,956円　83銭 929円　32銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

3,915円　22銭 923円　76銭

(注) 算定上の基礎

１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

項目
前事業年度

（平成20年12月31日）
当事業年度

（平成21年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 735,172 738,833

普通株式に係る純資産額(千円) 735,172 738,833

普通株式の発行済株式数(株) 20,626 20,626

普通株式の自己株式数(株) ― 281

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 20,626 20,345

　
２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

項目
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 81,174 18,996

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 81,174 18,996

普通株式の期中平均株式数(株) 20,515 20,441

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数（株）
（新株予約権）

218 123

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

　新株予約権３種類(新

株予約権の目的となる

株式の数36株)。

 

　新株予約権３種類(新

株予約権の目的となる

株式の数36株)。

 

　
前へ　　　次へ

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

有価証券報告書

79/91



(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく

自己株式の取得について　　　　　　　　　　

　当社は、平成21年２月25日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。

１.自己株式の取得を行う理由

　 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

　 するため。

２.自己株式取得に関する取締役会決議内容

　①取得する株式の種類

　　当社普通株式

　②取得する株式の総数

　　400株を上限とする。

　③株式の取得価額の総額

　　20,000千円を上限とする。　

　④自己株式の取得期間

　　平成21年２月26日から平成21年５月25日まで

　　　　

  　──────
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券 その他有価証券 MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITED210,475 33,810

計 210,475 33,810

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 5,500 9,364 5,500 9,364 1,834 1,834 7,530

　工具器具及び備品 4,863 6,313 ― 11,176 4,839 3,074 6,337

　リース資産 ― 4,785 ― 4,785 697 697 4,087

有形固定資産計 10,36320,464 5,500 25,327 7,371 5,606 17,955

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　のれん 123,430 ― ― 123,43051,89524,67671,534

　商標権 371 ― ― 371 49 37 321

　ソフトウエア 88,93845,917 ― 134,85641,86022,84892,996

　ソフトウエア
　仮勘定

2,136 54,03545,24510,926 ― ― 10,926

無形固定資産計 214,87699,95245,245269,58393,80547,561175,778

長期前払費用 2,367 1,256 ― 3,623 ― ― 3,623

(注)　１　ソフトウエアの「当期増加額」欄は、販売管理ソフトウエアの購入及びソフトウエア仮勘定からソフトウ

　エア勘定に振替えたモバイルサイト向け管理ソフトウエア開発によるものであります。　

２　ソフトウエア仮勘定の「当期減少額」欄は、ソフトウエア勘定への振替であります。

　

【社債明細表】

　該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

一年以内に返済予定の長期借入金 129,600 115,500 1.6 ―

一年以内に返済予定のリース債務 ― 1,256 ― ―

長期借入金(一年以内に返済予定
のものを除く)

227,000 159,000 1.7
平成23年10月25日～
平成26年８月31日

リース債務(一年以内に返済予定
のものを除く)

― 3,035 ―
平成23年１月20日～
平成25年５月20日

その他有利子負債 ― ― ― 　　　　―

合計 356,600 278,792 ― ―

(注)　１　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対

照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 ２　長期借入金及びリース債務(一年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額

は以下のとおりであります。

　

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 120,500 21,000 10,000 7,500

リース債務 1,256 1,256 523 ―

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 14,057 10,994 ― 2,847 22,204

賞与引当金 21,926 ― 21,926 ― ―

ポイント引当金 23,523 29,893 31,210 ― 22,206

(注)　１　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

　　　２　計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 92

預金 　

普通預金 421,112

定期預金 100,085

計 521,290

　

ｂ　売掛金

イ　相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ㈱ 237,194

㈱ビービーエムエフ 40,000

インフォコム㈱ 19,311

㈱カプコン 13,849

㈱リクルート 11,749

その他 178,636

計 500,741

　

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

期首残高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

当期末残高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

491,553 3,309,6033,300,415 500,741 86.8 54.7

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ｃ　仕掛品
　

区分 金額(千円)

受託開発ソフトウェア 1,283
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　 ｄ　貯蔵品
　

品名 金額(千円)

切手・ハガキ 30

収入印紙 23

計 54

　

②　負債の部

ａ　買掛金

　

相手先 金額(千円)

㈱ディーツーコミュニケーションズ 96,616

㈱トラストリッジ 25,732

グーグル㈱ 15,150

㈱アップデイト 13,784

㈱mediba 12,902

その他 75,750

計 239,938

　

b　一年内返済予定の長期借入金

　

区分 金額(千円)

㈱みずほ銀行 115,500

計 115,500

　

c　長期借入金

　

区分 金額(千円)

㈱みずほ銀行 159,000

計 159,000
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(3) 【その他】

　　当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等
　

　
第１四半期

(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

第２四半期
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

第３四半期
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

第４四半期
(自 平成21年10月１日
 至 平成21年12月31日)

売上高　　  (千円) 780,855 690,339 851,444 828,852

税引前　　　(千円)
四半期純利益又は
四半期順損失(△)

11,185 △1,631 25,793 △3,941

四半期純利益(千円)
　　　　
又は四半期純
損失(△)

2,488 △4,970 26,047 △4,569

１株当たり　　(円)
四半期純利益又は
四半期純損失(△)

120.67 △242.81 1,279.81 △224.61
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 ―

単元未満株式の買取り 　

取扱場所 ―

株主名簿管理人 ―

取次所 ―

買取手数料 ―

公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公
告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、当社の公告が掲載されるホームページのアドレスは次のとおりです。
URL：http：//www.fractalist.jp/

株主に対する特典 な　し
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(１)有価証券報告書
及びその添付書類

 事業年度　　自　平成20年１月１日
 (第10期)　  至　平成20年12月31日

　
平成21年３月26日
関東財務局長に提出。

　 　 　 　 　
(２)四半期報告書、四半期報

告書の確認書
 第11期　　  自　平成21年１月１日
第１四半期　 至　平成21年３月31日

　
平成21年５月15日
関東財務局長に提出。

　 　  第11期　　  自　平成21年４月１日
第２四半期　 至　平成21年６月30日

　
平成21年８月14日
関東財務局長に提出。

　 　  第11期　　  自　平成21年７月１日
第３四半期　 至　平成21年９月30日

　
平成21年11月12日
関東財務局長に提出。

　 　 　 　 　
(３)自己株券買付状況

報告書
 報告期間　　自　平成21年２月26日
 　　　　　  至　平成21年２月28日

　
平成21年３月13日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年３月１日
 　　　　　  至　平成21年３月31日

　
平成21年４月15日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年４月１日
 　　　　　  至　平成21年４月30日

　
平成21年５月14日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年５月１日
 　　　　　  至　平成21年５月31日

　
平成21年６月15日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年６月１日
 　　　　　  至　平成21年６月30日

　
平成21年７月15日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年７月１日
 　　　　　  至　平成21年７月31日

　
平成21年８月13日
関東財務局長に提出。

　 　  報告期間　　自　平成21年８月１日
 　　　　　  至　平成21年８月31日

　
平成21年９月15日
関東財務局長に提出。

　 　 　 　 　
(４)
 

有価証券報告書の
訂正報告書

 事業年度　　自　平成20年１月１日
 (第10期)　  至　平成20年12月31日

　
平成22年２月26日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年３月17日

株式会社フラクタリスト

取締役会　御中

  太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　遠　藤　　　了　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　野　辺　地　勉　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社フラクタリストの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第10期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社フラクタリストの平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しおります。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年３月25日

株式会社フラクタリスト

取締役会　御中

  太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　遠　藤　　　了　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　野　辺　地　勉　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　尾　川　克　明　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社フラクタリストの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第11期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社フラクタリストの平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フラクタ

リストの平成21年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し

て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社フラクタリストが平成21年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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